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令和 5年第 2回桶川市農業委員会総会 議事録 

令和 5年 2月 27日（月） 午後 2 時から 

場所：桶川市役所 3 階 会議室 305 

【出席委員】 

農業委員 

 

最適化推進委

員 

1 秋山重樹、2 天沼省司、3 荒井昌和、4 荒岡克巳、5 岩﨑真一、6 植野

成美、7 加藤俊子、8砂川富夫、9 原島貞夫、10 堀口洋人、11渡邉富二 

 

1 池田仁政、2 黒沼紀夫、3 渋谷政昭、5 髙栁稔、6 竹内芳夫、7 塚本靖

夫、8原島忠男 

【欠席委員】 4髙橋桂 

【傍聴人】 0人 

事務局長 

 

 

 

 

 

岩﨑委員 

 

事務局長 

 

砂川会長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 只今より、令和 5 年第 2回桶川市農業委員会総会を行います。 

 本日は、農業委員 11名のうち 11 名の出席があり、農業委員会等に関

する法律第 27 条第 3 項の開会要件を満たしていることを報告いたしま

す。 

 それでは、次第の 1「開会」を、岩﨑委員にお願いします。 

 

（開会宣言） 

 

 続きまして、次第の 2「あいさつ」を、砂川会長よりお願いします。 

 

（あいさつ） 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 総会会議規則第 4 条の規定により、会長に議長をお願いいたします。 

 

（会長が議長に就く） 

 

 只今議長の座を仰せつかりましたので、進行させていただきます。 

それでは、次第の 3「議事録署名委員の指名」でございます。 

1番の秋山委員と、2番の天沼委員にお願いします。 

 

 それでは、次第の 4「議事」に入ります。 

 第 1号議案「生産緑地に係る農業の主たる従事者等の証明について」

事務局から説明をお願いします。 

 

買い取り申出者、主たる従事者の氏名、住所、生産緑地の場所、面積

は資料記載のとおりです。 
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議長 

 

 

 

秋山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

買い取り申出者と主たる従事者との続柄は、親子となります。 

主たる従事者が死亡した際は、生産緑地の解除を行うことが可能とな

っており、解除を行う際は、市へ買取り申出を行う必要があります。そ

の買取り申出をする前に、主たる従事者がその生産緑地の主たる従事者

であったことの証明を農業委員会へ行う必要があることから、今回の申

請に至っております。また、買取申出については、所有者のみが行える

ことになっており、買い取り申出人への相続が完了していることは確認

済みです。次に、8・1調査の結果を事務局で確認したところ、主たる従

事者は、年間 180日間従事していることが確認できました。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告と聞き取

り調査の結果について、報告をお願いします。 

 

それでは報告させていただきます。 

2月 17日に現地調査を行いました。申請地は適正に管理されており、

特段問題がなかったことを報告いたします。 

聞き取り調査については、2 月 18日に聞き取り調査を行いました。 

買い取り申出人の息子さんへの聞き取りを行いましたが、80 歳過ぎま

で野菜を栽培していたとのことです。その後の従事状況ですが、対象地

は親族の手により農地として維持・管理がされておりました。 

聞き取り調査の結果報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 1 号議案について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りいたします。 

第 1号議案について、承認とのことでよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして、第 2号議案「農地法第 3条の規定による許可申請の承認

について」事務局から説明をお願いします。 

 

今月の農地法第 3条の許可申請は、1件です。 

農地法第 3条の許可申請ですので、農地を農地のまま権利の設定や移
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議長 

 

 

 

秋山委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

転を行うものになります。 

農地法第 3条の規定による許可を受けるには、次の 5つの要件を全て

満たすことが必要になります。 

1つ目が、全部効率要件です。 

申請者が所有または借り受けている農地の全てを効率的に耕作して

いる必要があります。 

2つ目が、農作業常時従事要件です。 

申請者または世帯員が農作業に常時従事している必要があり、原則、

年間で 150日以上農作業に従事している必要があります。 

3つ目が、下限面積要件です。 

申請地を含め、耕作する農地の合計が 50a以上であることが必要です。 

4つ目が、地域との調和要件です。 

申請地周辺の農地利用に影響を与えないことが必要です。 

5 つ目は、法人の場合に適用されるものですので、今月の案件には関

係ございません。 

 

譲受人・譲渡人の住所、氏名、対象地番、地目、面積等は資料記載の

とおりです。 

譲受人は、世帯で 11,099 ㎡の農地を耕作しており、5,000 ㎡（50a）

を超えているため、下限面積要件を満たしております。 

また、事務局で確認したところ、その全ての農地を適正に管理してお

りますので、全部効率要件も満たしていると考えております。 

譲受人は、年間で 150日以上農作業に従事しているとのことですので、

農作業常時従事要件は満たしております。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告をお願い

します。 

 

それでは報告させていただきます。 

2月 17日に現地調査を行いました。申請地は適正に管理されており、

特段問題がなかったことを報告いたします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、聞き取り調査の結果報告ですが、天沼委員から報告をお

願いします。 
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天沼委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

2月 20日に自宅へ訪問し、聞き取り調査を行いました。 

申請者の世帯で 150 日以上農業に従事しており、所有農地については

全て耕作されており、申請地も耕作することは十分可能であると思いま

す。申請地では、露地野菜を栽培するとのことです。 

聞き取り調査の結果報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 2 号議案について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りいたします。 

第 2号議案について、承認とのことでよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして第 3 号議案「農地法第 4 条の規定による許可申請の承認に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、第 3 号議案「農地法第 4 条の規定による許可申請の承認に

ついて」説明させていただきます。 

譲受人、譲渡人の住所、氏名、対象地番、地目、面積等は資料記載の

とおりです。 

この案件は、営農型太陽光発電事業の期間を再延長すべく、申請に至

りました。 

営農型太陽光発電事業の場合、農地を一時的に転用することになりま

す。その期間は原則 3年以内と定められておりますが、耕作者が認定農

業者の場合、10 年以内となっております。 

申請地は農用地区域内農地ですが、桶川市長より適合証明書が交付さ

れておりますので、農用地区域からの除外申出をすることなく一時的に

農地を転用することについて問題がないと認められている状況です。        

適合証明書の申請にあたっては、資金計画、理由書などを審査の上、

農地への復元が十分に可能であることについて審査が行われておりま

す。 

なお、転用面積や太陽光パネルの高さや角度、耕作者等の変更はござ

いません。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 
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秋山委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告をお願い

します。 

 

それでは報告させていただきます。 

申請地には営農型の太陽光パネルが設置されており、下部の農地では

きちんと作物が栽培されておりましたので、特段問題は無いとの結論に

至りました。 

現地調査の結果報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

第 3号議案ついて何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 3号議案について、ご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして第 4 号議案「農地法第 5 条の規定による許可申請の承認に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、第 4 号議案第１号件について説明させていただきます。 

まず、こちらの案件ですが、令和 5年 1 月 20日付けで農用地区域から

の除外が完了している案件となります。 

申請者の住所、氏名、土地の所在、地目、面積は、資料記載のとおり

です。 

転用目的は駐車場（既存敷地の拡張）で、農地区分は第 2 種農地と考

えております。 

第 2 種農地は、周辺の他の土地に立地することが困難な場合、もしく

は、第 1 種農地の不許可の例外に該当する場合は許可することとなって

おります。 

既存敷地の拡張については、第 1 種農地の不許可の例外に該当するた

め、立地基準上は問題がないと考えております。 

今回の敷地拡張に伴い、新たな建築行為や排水計画はございません。 

転用に至った経緯、面積の必要性の検討については、理由書をご覧い

ただければと思います。 

また、建築行為がないことから、都市計画法に基づく開発許可は不要

となることを桶川市建築課に確認済みとなっています。 



6 

 

 

 

議長 

 

 

 

秋山委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告をお願い

します。 

 

それでは報告させていただきます。 

2月 17日に現地調査を行いました。申請地は適正に管理されており、

特段問題がなかったことを報告いたします。 

現地調査の結果報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 4 号議案第１号件について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 4号議案第１号件について、ご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして、第 4 号議案第 2 号件について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

それでは説明させていただきます。 

まず、こちらの案件ですが、令和 5年 1 月 20日付けで農用地区域から

の除外が完了している案件となります。 

申請者の住所、氏名、土地の所在、地目、面積は、資料記載のとおり

です。 

転用目的は資材置場を整備するためで、農地区分は、第 3 種農地と考

えております。 

その理由は、申請地から 500ｍ以内に教育施設及び医療施設が 2 つ以

上あり、前面道路にガス管及び水道管が埋設されているからです。 

第 3種農地は原則許可することとなっており、周囲に被害を及ぼさな

いと認められる場合、農地転用はやむを得ないと考えることができま

す。 

本件は、自宅兼事務所の隣接地に資材置場を整備する案件であり、周

囲が宅地に囲まれていることから、周囲の農地に被害を及ぼすことはな

いと考えられます。 
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議長 

 

 

 

秋山委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

また、自宅兼事務所との境界には、既に一部コンクリートブロックが

設置されておりますが、設置されていない箇所については、新たにコン

クリートブロックを設置する計画となっております。 

転用に至った経緯と面積の必要性については、土地利用計画図と理由

書をご覧いただければと思います。 

なお、今回の計画に伴い、新たな建築行為や排水計画はございません。 

建築行為がないことから、都市計画法に基づく開発許可は不要となる

ことを桶川市建築課に確認済みとなっております。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告をお願い

します。 

 

それでは報告させていただきます。 

申出地は適正に管理されており、特段問題がなかったことを報告いた

します。 

現地調査の結果報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 4 号議案第 2号件について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 4号議案第 2 号件について、ご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして、第 4 号議案第 3 号件について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

譲受人、譲渡人の住所、氏名、対象地番、地目、面積等は資料記載の

とおりです。 

こちらは、一時転用の案件になりますので、将来的には農地へ復元す

ることになります。一時転用の期間は最長 3年間と決まっておりますが、

この案件は許可日から令和 5 年 5 月 30 日までとなっておりますので、

期間に問題はございません。 

こちらは使用貸借権を設定する案件で、主な転用目的は地質調査で
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議長 

 

 

 

秋山委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

す。 

申請地については、今後、消防署の建設が予定されており、その建物

の設計を行うために地質調査が必要とのことで、今回の申請に至ってお

ります。なお、消防署の建設の手続きについては、農地法上の許可は不

要（協議も不要）となっております。なお、農振農用地区域の除外手続

きについては、必要となります。 

転用面積は 1,352㎡で、5ｍ四方で鉄板を敷いた上で、2カ所で地質調

査を行う計画となっております。 

排水の放流等については予定されておりません。 

また、隣地農地への被害防除策は予定されておりませんが、調査箇所

から隣地境界線まで空地部分がありますので、影響はないと考えており

ます。 

農地区分は農用地区域内農地ですが、桶川市長より適合証明書が交付

されておりますので、農用地区域からの除外申出をすることなく一時的

に農地を転用することについて問題がないと認められている状況です。        

適合証明書の申請にあたっては、資金計画、復元計画などを審査の上、

農地への復元が十分に可能であることについて審査が行われておりま

す。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告をお願い

します。 

 

それでは報告させていただきます。 

申出地は適正に管理されており、特段問題がなかったことを報告いた

します。 

現地調査の結果報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 4 号議案第 3号件について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 4号議案第 3 号件について、ご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 
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議長 

 

 

 

秋山委員 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

つづきまして、第 5 号議案「農用地利用集積計画（案）の決定につい

て」事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、第 5 号議案について説明させていただきます。 

基盤強化促進法に基づき、桶川市長より計画の決定を求められており

ます。 

申請数は、新規のものが 8 筆、更新のものが 4 筆の、計 12 筆となっ

ております。 

まず 1 件目ですが、6 筆、4,481 ㎡となっております。こちらは賃貸

借権の設定で、期間は 3年間となっております。全て新規のものとなり

ますが、借受人の農作業従事状況から、耕作するうえでも問題はないと

考えられます。 

 次に、2 件目ですが、5 筆、4,656 ㎡となっております。そのうち、

3,631 ㎡は、更新のものとなります。こちらは賃貸借権の設定で、期間

は 5年間となっております。借受人は、適正に農地を管理しており、引

き続き営農する意向であることから、問題はないと考えられます。 

次に、3件目ですが、1筆、932 ㎡となっております。こちらは、新た

に使用貸借権を設定するもので、期間は 5年間となっております。借受

人は申請地の隣接地も利用権を設定し、耕作しております。これまでも

他の農地を適切に管理してきていることから、新規の利用権設定につい

ても問題がないと考えられます。 

事務局からは以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、現地調査班長の秋山委員に、現地調査の結果報告をお願い

します。 

 

それでは報告させていただきます。 

申請地は全て適正に管理されており、特段問題がなかったことを報告

いたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 5 号議案についてですが、何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りいたします。 

第 5号議案について、承認とのことでよろしいですか。 

 

異議なし。 



10 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして、第 6号議案「農用地利用配分計画（案）の決定について」

事務局から説明をお願いします。 

 

農地中間管理事業法に基づき、桶川市長より農用地利用配分計画の決

定を求められております。 

現在、これらの土地については、農地中間管理機構（埼玉県農林公社）

に集積し、耕作者へ配分しているところですが、今回は耕作者の変更が

生じました。変更内容については、父から子へ経営移譲が行われたこと

による名義変更となっております。 

設定する権利の種類は、これまでと同様に使用貸借権で、設定期間は

当初設定期間の残余期間となっており、令和 13 年 2月末までです。 

対象地は全部で 27 筆、合計面積は 26,178㎡となっています。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

第 6号議案について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 6号議案について、承認とのことでよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして、第 7号議案「桶川農業振興地域整備計画の全体見直しについ

て」事務局から説明をお願いします。 

 

桶川農業振興地域整備計画書についてですが、先月の農業委員会で資

料を配布いたしました。農業振興地域整備計画書については、昭和 62 年

から長年見直しが行われておりませんでしたが、上尾道路や圏央道の開

通、土地改良事業がすべて終了したことなどを契機に、基礎調査を実施

し、今回の農業振興地域整備計画書を作成しました。既にさいたま農業

協同組合、元荒川上流土地改良区には内容を確認いただき、「意見なし」

とのことで回答をいただいておりますが、農業委員会の皆様にも意見等

がないか、確認する必要がございます。先月資料を配布させていただき

ましたが、ご意見等がないか、再度確認をさせていただければと考えて

おります。 
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事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

第 7号議案について何か質問等ありますか。 

 

 農業振興地域の範囲を変えたりするのか、または内容を見直すだけな

のかどちらですか。 

 

 今回の見直しは、圏央道・上尾道路・県道・河川区域・などの農地以

外の使われ方をされている土地について、農用地区域からの除外をしよ

うとするものですので、農用地区域や農業振興地域の区域を見直すもの

ではございません。 

 過去に基礎調査を実施しておりますが、整備計画については、昭和 62

年度から見直しが行われておらず、道路等の大幅な整備により、環境が

大きく変化しておりますので、現実に即した形で見直しを行うもので

す。 

 

 分かりました。 

 

 他にご意見ご質問等はございますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 7号議案について、「意見なし」とのことでよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

第 8 号議案 桶川市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針」の策定について事務局から説明をお願いします。 

 

桶川市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策

定についてですが、現在、農業委員会等に関する法律第 7条により、当

該指針の制定が努力規定となっているところです。今後、令和 5年 4 月

1 日施行の改正農業委員会等に関する法律では、努力規定から義務規定

へと改正がされることから、この度、当該指針を策定しようとするもの

です。内容についてですが、遊休農地の発生防止・解消、担い手への農

地利用の集積・集約化、新規参入の促進について、取り組み方法と目標

を定める内容となっております。これまでも農業委員会で取り組んでき
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た内容を指針として定める内容となっております。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

第 8号議案について何か質問等ありますか。 

 

無いようですので、お諮りします。 

第 8号議案について、承認とのことでよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことで、承認決定とさせていただきます。 

続きまして次第の 5「報告事項」に入ります。 

事務局からお願いします。 

 

それでは、農地法第 4条第 1 項第 8 号及び第 5条第 1項第 7 号の規定

による届出の専決処分の報告をいたしますので、農業委員会総会次第兼

資料をご覧ください。 

農地法第 4条の届出が 1件となっており、転用目的は、駐車場となっ

ております。農地法第 5条の届出が 3件となっております。転用目的は、

住宅敷地が 2件、駐車場が 1 件となっております。 

なお、令和 5年 2月 10日までに行われた専決処分となっております。 

事務局からの報告は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは次第 6「その他事項」について、事務局からお願いします。 

 

まず、生産緑地地区の買取りの斡旋について、説明をいたします。 

お配りした資料は、生産緑地の指定が解除される見込みの土地に関す

る概要書になります。 

生産緑地法第 13条には、「市町村長は、生産緑地について、買い取ら

ない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事する

ことを希望する者がこれを取得できるように斡旋することに努めなけ

ればならない。」と定められております。 

桶川市長がこれらの土地を買い取らない旨の通知をしたため、農林業

に従事する方への買い取りの斡旋について、依頼されております。 

委員の皆様方の外、農林業に従事する方の中で、これらの土地を買い

取り、保全管理していくことを希望される方がいらっしゃいましたら、
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令和 5年 3月 8 日（水）までに農業委員会事務局までご連絡ください。 

なお、買い取り希望価格等の詳細につきましては、桶川市都市計画課

へお問い合わせください。 

 

つづいて、桶川市農業委員会事務局処務規程の一部改正について、説

明をいたします。 

桶川市では、毎年、各部署の所掌事務の内容について、見直しを行っ

ております。 

この度、桶川市農業委員会事務局処務規程の一部を改正することとな

りましたので、配布した新旧対照表をご覧ください。 

 第 3条の 2につきましては、桶川市農業委員会事務局の事務を規定し

ているものです。今回、事務局が所管している事務について見直しを行

い、第 3 項及び同第 8項について、資料記載のとおり一部を改正いたし

ます。 

 

つづいて、桶川市農業委員会の所管に係る桶川市個人情報保護条例施

行規程の廃止について、説明をいたします。 

各行政委員会が管理する個人情報に係る桶川市個人情報保護条例の

施行については、桶川市個人情報保護条例施行規則の例によるとする旨

がそれぞれの規則等で定められておりますが、令和 5 年 3 月 31 日をも

って桶川市個人情報保護条例及び施行規則が廃止され、同年 4月 1日か

らは個人情報の保護に関する法律の適用を受けることとなります。 

そのため、桶川市農業委員会の所管に係る桶川市個人情報保護条例施

行規程を廃止いたします。 

 

最後に、農業委員会の日程についてお知らせいたします。 

 次回の現地調査は、令和 5 年 3 月 17 日（金）の午前 10 時から、第 2

班が行いますので、市役所 3 階の会議室 305にお集まりください。 

 また、次回の農業委員会総会は、令和 5年 3月 27日（月）の午後 2 時

から、市役所 3 階の会議室 305で行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

事務局からは以上です。  

 

他に事務局や委員の皆様から何かございますか。 

無いようでしたら、これをもちまして私の職責は以上でございます。 

 慎重審議ありがとうございました。 

 事務局長にお返しします。 
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事務局長 

 

 

岩﨑委員 

 会長ありがとうございました。 

 それでは、岩﨑委員に閉会をお願いいたします。 

 

（閉会宣言）閉会時間 午後 3時 23分 


